
議案第２１号資料  福祉部生活福祉課  

 

１ 事 業 名 

所沢市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正  

 

２ 事業の概要 

令和 6 年 3 月から運用開始予定である生活保護における医療扶助のオン

ライン資格確認の導入に伴い、生活保護の規定に準じて行う生活に困窮す

る外国人に対する保護の決定及び実施並びに被保護者健康管理支援事業の

実施に関する事務に個人番号を利用するため、所要の改正を行うものであ

る。 

 

３ 他自治体の類似する政策等 

生活保護における医療扶助のオンライン資格確認の導入に伴うものであ

り、他の自治体においても、同様の条例改正を予定している。 

 

４ 市民参加の実施の有無とその内容 

なし 

 

５ 関係法令、基本計画との整合性 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律、生活保護法 

 

６ 事業費及びその財源等 

なし 

 

７ その他 

添付資料 

 ・新旧対照表 
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新 旧 
 

議案第２１号 所沢市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 

 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

機関 事務 

１ 市長 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規

定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する

保護の決定及び実施又は被保護者健康管理支援

事業の実施に関する事務であって規則で定める

もの 

２～１２ 略 
 

機関 事務 

１ 削除 

 

 

 

 

 

２～１２ 略 
 

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

機関 事務 特定個人情報 

１ 略 

２ 市長 子ども医療費の助成に

関する事務であって規

則で定めるもの 

略 

生活保護法による保護の

実施又は就労自立給付金

の支給に関する情報（以

下「生活保護関係情報」

という。）であって規則

で定めるもの 

 

３～１０ 略 
 

機関 事務 特定個人情報 

１ 略 

２ 市長 子ども医療費の助成に

関する事務であって規

則で定めるもの 

略 

生活保護法（昭和２５年

法律第１４４号）による

保護の実施又は就労自立

給付金の支給に関する情

報（以下「生活保護関係

情報」という。）であっ

て規則で定めるもの 

３～１０ 略 
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